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公益社団法人ＪＥＯ・子どもに均等な機会を 

令和３年度 事業計画 

（令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

 

Ⅰ 公益目的事業１ 

 

【事業の趣旨】 

本事業は、子どもたちの心身の健全な発達への寄与及び豊かな人間性のかん養を目的とし

た支援事業を行うことで、子どもたちが未来へ希望を持てる環境を整え、もって持続可能な

社会を実現することを目的とする。 

 

【事業の構成】 

１ 児童養護施設などに対する生活環境支援事業 

（旧名称・エネルギーコミュニケーション活動事業） 

（１）方針 

   令和２年度は、令和元年度に未実施であった助成対象施設（松柏学園）へのＬＥＤ設

備一式の助成を行ったが、令和２年度に予定していた新規助成については、助成の原資

となる寄附金が最低限必要な目標額に達しなかったため、実施できなかった（未執行の

寄附金は繰越金として令和３年度予算に計上する）。 

  ① 助成内容の追加 

    令和３年度は、より多くの施設、より多くの子どもに対して、必要な支援を広く届

けることが当法人に対する社会的要請であるとの認識から、従来のＬＥＤ設備に加え

て、デジタル教材搭載のパソコン及びタブレットを助成内容に追加し、助成対象（募

集エリア）を全国に拡大する。デジタル教材搭載のパソコン及びタブレットの支援

は、令和２年度は物品提供支援事業として実施したが、令和３年度からは、支援の申

し出を待つのではなく、当法人が主体となって計画的に行う助成事業とするのが適当

と思われるため、既存事業の一部を再編するものである。 

    上記助成内容の拡大によって、ＬＥＤ等のエネルギー設備のみならずデジタル教材

搭載のパソコン及びタブレットによっても、子どもたちの心身の健全な発達をサポー

トし、未来への希望を持って成長できる環境を整えることを目標とする。 

     

   ◆助成のプロセス 

    【ＬＥＤの場合】 

      １公募開始 

２一次審査（理事会にて申込内容の審査） 

      ３抽選（理事会で現場確認の順番を決定） 
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      ４二次審査（現場確認） 

      ５寄贈先施設の決定（理事会決議） 

      ６施工業者の選定開始（登録業者に見積りを依頼） 

      ７施工業者の決定（理事会決議） 

    【パソコン又はタブレットの場合】 

１提供事業者（調達先）の選定開始（見積りを依頼） 

２提供事業者（調達先）の決定（理事会決議） 

３公募開始 

４寄贈先施設の決定（理事会決議。応募多数の場合は抽選） 

 ② 助成内容の一部削除 

助成に要する金額が非常に大きく、現状の予算規模では限られた特定の施設への支援

にとどまることが予想されるソーラー設備については、当分の間は実施予定がないた

め、助成内容から除外する。 

 ③ 助成地域の拡大 

大阪府、奈良県、兵庫県、京都府、滋賀県、和歌山県としていた助成地域を全国に拡

大する。パソコン及びタブレットの支援については、地域的制約を受けずに支援が可能

なため、助成エリアを原則として全国とする。ＬＥＤ設備の支援については、遠方の施

設への施工や現場確認が難しい場合は、助成地域を限定する場合がある。 

  ④ 事業名称の変更 

パソコン及びタブレットの支援の追加に伴い、事業内容をより正確に体現した名称に

するため、「エネルギーコミュニケーション事業」から「児童養護施設などに対する環

境支援事業」に変更する。 

   

（２）活動計画 

  ①パソコン及びタブレットの支援 

   助成内容  ：当法人が調達したデジタル教材搭載のパソコン及びタブレット（再生

品）を無償譲渡する 

   助成対象  ：全国の児童養護施設 

公募時期  ：４月、８月、１２月（都度エリアを決めて公募を行う） 

告知方法  ：募集要領をメール又はＦＡＸで告知し、ホームページに掲載する。 

   助成施設数 ：６施設 

      数量    ：デジタル教材、アクセスＩＤを小中学生在籍人数分 

          ノートパソコン又はタブレット（再生品）を１施設に対し上限１０台 

      助成先の決定：理事会の決議による 

 

②ＬＥＤ設備の支援 

   募集時期  ：令和３年度中（理事会で協議の上決定） 

募集方法  ：パンフレットの配布、ＪＥＯホームページに掲載 

   助成対象  ：大阪府、奈良県、兵庫県、京都府、滋賀県、和歌山県の児童養護施設
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（既に寄贈している施設は除く。） 

   助成内容  ：ＬＥＤ設備一式（設置工事含む。）を無償譲渡 

   助成施設数 ：１施設 

      費用上限  ：１施設あたり３００万円（税別）まで 

      助成先の決定：理事会 

実施時期  ：原資となる寄附金が集まり次第実施 

（３）予算 

   収入     0円  

   支出 4,500,000円 

 

（４）所轄庁への届け出 

   上記（１）①乃至④の変更については、理事会の承認を得たうえで、所轄庁に「事業

の変更届出」を行う（活動理念に変更はなく、公益認定申請書の記載事項の変更は伴わ

ない）。 

 

 

２ 子ども食堂事業 

（１）方針 

   令和３年度も、昨年度実績と同じ１２回（毎月）の実施を目標とする。昨年度同様、

実施地域の社会福祉協議会や同様の事業を行なっている他団体と連携し、情報やノウハ

ウを共有しつつ、当法人独自の内容（外食体験、調理体験、遊びの場を提供すること）

で実施することを目標とする（ア）。 

   ただし、新型コロナウィルス感染拡大が収束するまでは、いわゆる３密回避のため、

会場に参加者を集めて実施することが困難な状況が当面続くことが予想される。そこ

で、コロナ禍のように参加者が会場へ参集することが困難な場合には、参加予定者に対

してお弁当を配食する方法で代替することがある。 

また、昨年度に引き続き、各地に「ＪＥＯ子ども食堂」を展開することを進めるため、

当事業の趣旨に沿った事業運営のできる企業や団体の募集を行う（イ）。 

 

（２）活動計画 

  ア）子ども食堂の開催 

実施場所：一華（大阪市中央区） 

      対象  ：生活困窮家庭の子であって、当法人の送迎なく実施場所へ行き来が可能な 

者（大人の付添いは任意）。 

募集方法：大阪市中央区社会福祉協議会の大阪市地域子ども支援ネットワーク事業、

大阪市中央区子どもの居場所連絡会を通じ、チラシを配布。ＪＥＯホーム

ページに掲載。 

参加費 ：子ども（高校生まで）無料、大人（付添いの方）300円 

実施予定：年１２回（新型コロナウィルス感染拡大の状況下はお弁当配食になる場合 
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がある。） 

 

  イ）賛同企業・団体の募集 

   募集内容：外食体験、調理体験、遊びの場を提供する子ども食堂の実施場所を無償又

は低廉な対価で継続的に提供する企業又は団体 

   契約形態：「子ども食堂事業に関する覚書」を締結 

   募集方法：ＪＥＯホームページに掲載。セミナー事業での呼びかけ。ＪＥＯ会員への

紹介依頼。 

   募集時期：通年 

 

（３）予算 

収入  10,800円  

支出 285,000円  

 

（４）所轄庁への届け出 

   上記（１）お弁当の配食による代替実施については、理事会の承認を得たうえで、所

轄庁に「事業の変更届出」を行う（活動理念に変更はなく、公益認定申請書の記載事項

の変更は伴わない）。 

 

 

３ 企業からの物品提供支援事業 

（１）方針  

   昨年度は、末尾のとおり１０回の実績があった（無償提供・廉価提供）。 

   本事業の提供申し出数は昨年度から増加傾向にあり、令和３年度にはさらに多くの提

供の申し出が予想される。本事業が安定的かつ迅速に実施できるよう、計画的、効率的

に滞りなく事業運営を行うように努める。 

なお、デジタル教材搭載のパソコン又はタブレットについては、令和３年度以後は、上

記Ⅰ－１の事業として行うこととした。 

 

（２）活動計画 

   物品の基準：子どもの心身の健全な発達に資する物品 

   提供元への対価：無償又は廉価 

   実施時期：通年 

   提供先（対象）：児童養護施設その他子どもの支援団体 

   周知方法：担当理事を中心に、随時、企業への物品提供の募集（呼びかけ）を行う。

ＪＥＯホームページに掲載。ＪＥＯ会員に対して周知依頼。 

   提供方法：物品の提供元となる協力企業から、当法人の基準を満たす提供品支援の申

出があれば、無償又は廉価にて当法人が譲り受け、速やかにウエブサイト

等で助成先施設を募集する。応募があれば理事会にて受入先を審査のう 
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え、提供物品を贈与する。 

    

（３）予算 

   収入    0円 

支出 300,000円 

 

４ セミナー事業 

（１）方針 

    将来世代まで持続可能な社会の実現をテーマとしたセミナーを実施する。専門知識

を有する講師を招聘し、広く普及啓発することを目標とする。 

 

（２）活動計画 

    公益目的事業２のセミナーとの隔年開催であり、実施予定なし。
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Ⅱ 公益目的事業２ 

 

【事業の趣旨】 

本事業は、環境保全について会員及び一般社会へ広く情報発信することによって、未来の

子どもたちのために今できる環境保全活動に関する意識の向上を促し、もって持続可能な社

会を実現することを目的とする。 

 

【事業の構成】 

１ エコプログラム事業  
（１） 方針 

地球環境保全活動に関わる現場を訪問する体験を通じ、専門家の関与のもと、環境 

問題を深く理解し、それに取り組むために必要な技能、知識及び経験を習得することを

目的とする。現地集合・現地解散の活動プログラムを企画し、移動および宿泊の手配は

参加者各自が行う形式で募集をする。 

（２）活動計画 

   隔年実施のため、実施予定なし。但し、必要に応じて、担当理事が来年度の下見を行

う。 

 

２ セミナー事業 

（１）方針 

    公１事業セミナーとの隔年開催のため、今年度は環境保全をテーマにしたセミナー

を実施する。持続可能な社会の構築を環境面から考えるきっかけになるよう、専門知

識を有する講師を招聘し、広く普及啓発することを目標とする。 

    実施時期については、新型コロナウィルス感染拡大の収束状況に応じて判断する。 

（２）活動計画 

   内  容：環境問題に関する専門家又は経験者を講師に迎え、エネルギーと地球環境

をめぐる問題について一人一人が身近にできることを考える機会をつくる

ことを目的とするセミナーの実施。 

   実施時期：令和３年６月～１２月頃 

   周知方法：ポスターの掲示及びチラシの配布。ＪＥＯホームページに掲載。ＪＥＯ会

員に対する周知依頼。 

参加資格：特になし。 

参加費用：理事会にて協議し決定する。 

   講  師：理事会にて協議し決定する。 

   講師謝礼：300,000円（税込）を上限とする。 

（３）予算 

   収入 140,000円  

支出 500,000円 
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Ⅲ 法人運営 

（１）方針 

社員総会や理事会を必要に応じて適時に開催し、会議体により法人運営の適正を図る。 

会員の拡大に努めるとともに、会員管理の適正を図る。 

担当理事の指揮監督の下、事務局の適正かつ効率的な運用を図る。 

（２）活動計画 

（ⅰ）総会・理事会の開催 

① 定時社員総会の開催  

② 通常理事会の開催（年 10回） 

③ 臨時社員総会の開催  

（ⅱ）事務局活動 

① 各種資料作成 

② 広報・Ｗｅｂ更新・リーフレット作成 

    ③ 各事業補佐 

（３）予算 

入会金・会費収入 

  【令和 3年度見込み】 

   新規会員：正会員 2社  法人賛助会員 5社  個人賛助会員 3名 

   入会金 ：380,000円 

   会 費 ：8,610,000円（既存会員 8,136,000円、新規会員 474,000円） 

     

（参考） 

【令和 2年度実績】（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日） 

 

 


